
 青森県はりんご生産日本一をはじめとする一

次産業県。（有）流通研究所による都道府県ごと

の食料自給率の算定によれば青森県は 108.4％
と全国 2 位。1 位は北海道の 134.7％で、この 2
道県のみが 100％を超える。青森県は県外への

出荷に頼っているともいえる。だが、リンゴ農

家の廃業が相次ぎ、ここ 5 年で 3000 戸が廃業

したといい、食卓がグローバル化するそのしわ

寄せが生産者に集中している。消費者は価格だ

けでなく「安全・安心」を求める。 
 2 月 10 日、青森県の原子力安全対策課副参事

の阿部氏は、「青森県の皆さんが食べている米に

は、自然放射線として炭素 14 が既に 90 ベクレ

ル入っています。（再処理工場の操業によって）

倍になるだけです」「地域として評価すると倍ぐ

らいです。今食べている分の倍です」と市民の

質問に答えた。青森県の 10 アール当たりの水

稲平均収量は 580kg と長野、山形に次ぎ全国 3
位である。地力をよく吸収する、濃縮する品種

と環境ともいえる。 
 三村知事は「攻めの農林水産業」をスローガ

ンに掲げ、自ら県産品の販売促進のために全国

を回る。三村知事は県民の 8 割以上が不安をも

つ再処理工場操業開始のために電力会社の社長

らに会いに東京にも出向く。 
事業者から「プルサーマルへの不退転の決意」

を確認した知事は、プルトニウムに余剰がでた

ら、この販売促進の先頭に立つのだろうか？ 

────────────────── 
 2 月 22 日、青森のある農業者は次の提言を三

村知事に行っている。 
 

具 体 的 提 言  

1.「県外消費者に対する青森県産品意識調査」

は環境放射線のモニタリング並の頻度で行う

こと。年 4 回。 
2.「青森県産品を安心して食べられない」と回

答した人には、その理由を書いてもらい、そ

れが六ケ所再処理工場から出る放射能が原

因である割合を調べて置く事。今回の調査で

は、90.5％である事がわかった。 
3.六ケ所再処理工場が操業すると、青森県の米

がそれまでの倍位多く放射線を出すようにな

るけれども安全であるという事が、消費者に

もわかるようによく説明する工夫をすること。 
（環境生活部原子力安全対策課 阿部征裕副

参事の説明を参考にして） 
4.表示を求める消費者が多い（92.5％）から、

消費者の信頼を得て、安心してもらうように

するためにも、青森県産品の放射線の値をわ

かりやすく表示するようにする事。 
5.青森県産品を販売する店に、放射線測定器を

置いて、放射能が気になるお客様が、直接自

分で測定できるようにすること。 

 

 

六ヶ所再処理工場の 
予定再処理数量 

年度 年間 
（トン）

累積 
（トン） 

2005 4 4
2006 260 264
2007 374 638
2008 427 1,065
2009 587 1,652
2010 747 2,399
2011 800 3,199
2047 800 31,999

日本原燃（株）2006 年 2 月 20
日発表資料などから作成 

 

ププルルトトニニウウムムのの計計量量管管理理ににつついいててのの問問題題  
 2003年1月に文部科学省は東海再処理工場のプルトニウムの受払間差異について公表し

た。1995 年から国とＩＡＥＡ、旧動燃の三者から構成するワーキンググループで発生要因

及び対策等の調査・検討を実施してきたという。 
 東海再処理工場のホット試験（六ヶ所工場ではアクティブ試験にあたる）開始は 1977
年、毎年のように有意量を超えるプルトニウムの在処が判明しないことを社会に対して四半

世紀のわたり隠し続けていたわけだ。 
 調査対象である 1977 年のホット試験開始から 2002 年 9 月まで、東海再処理工場では

1,003 トンの使用済み燃料を再処理し、6.9 トンのプルトニウムを回収したが、累積で受払

間差異が 206kg になっていた。およそ 3％という高率だ。その後、206kg のうち計 147kg
の要因が“確認”できたと弁明する。 
①廃棄される燃料被覆管（ハル）等に付着したプルトニウムが 12kg。 
②電所側の払出から再処理施設の受入（入量計量）までの期間の 241Ｐｕの放射性崩壊

による核的損耗で 29kg。 
③入量計量槽を経ずに高レベル放射性廃液貯槽に流入していたプルトニウムが 106kg。 
206－147＝59kg。約 1,000 トンの使用済み燃料を再処理して、59kg 程度のプルトニ

ウムの行方が“不明”でも「これらの数字が妥当であることについては、ＷＧの作業を踏ま

え、国及びＩＡＥＡにおいても確認されています」と 03 年 4 月に核燃サイクル機構は胸を

張った。ＩＡＥＡは電力会社の燃焼コードにも問題はないし、よくある数字と問題にはしな

いという。問題にならなかったので六ヶ所再処理工場の設計には活かされていない。六ヶ所

で処理する使用済み燃料の方が東海よりプルトニウムの密度は高い。政府、ＩＡＥＡ、事業

者はどれだけのＳＲＤが見込まれるのか、アクティブ試験開始前に明らかにしておく義務が

ある。 

※受払間差異：原子力発電所から払い出されたプルトニウム量の推計値（発電所側において燃焼コー
ドにより計算）と再処理工場で溶解後に実際の計量を行ったプルトニウム量（入量計量）との間で、
実際の計量値の方が少ないという問題。ＳＲＤ: Shipper/Receiver Difference。 

② ③ 

 


